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１．道路関係四公団民営化の概要

独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務 返 済 機 構

【機構】 高速道路の保有・債務償還

【会社】高速道路の建設・管理・料金徴収
本州四国

連絡高速道路

※ 経営安定化時、
西日本会社と合併
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【民営化のイメージ】

【会社と機構による事業実施イメージ】

【これまでの経緯】
○平成13年12月19日

「特殊法人等整理合理化計画」を

閣議決定

・道路関係四公団は、民営化を前提

・新組織は、平成17年度までの集中

改革期間内に発足

・具体的内容は、「第三者機関」に

おいて検討

○平成14年12月6日

道路関係四公団民営化推進委員会、

総理に意見書を提出

○平成15年12月22日

「道路関係四公団民営化の基本的

枠組みについて」政府・与党申し

合わせ

○平成16年3月9日

「道路関係四公団民営化関係４法案」

を閣議決定

○平成16年6月2日

「道路関係四公団民営化関係４法」

成立

○平成16年6月9日

同法公布・一部施行 １



日本道路公団検討案

日本道路公団 注） 第１回道路関係四公団・国土交通省連絡会（H16.8.2開催）提出資料

中日本会社 東日本会社西日本会社

（参考）新会社３社の事業範囲イメージ
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２．今後のスケジュール

本年10月に道路関係四公団を民営化できるよう、民営化関係法に従い、
準備を進める

《 ３月３０日 》

○ 政省令のパブリックコメント開始

《 ５月中旬以降 》

○ 政省令の公布

○ 委員会等の立ち上げ

・設立委員会（会社、機構）
・独立行政法人評価委員会分科会（機構）
・資産評価委員会

○設立委員会等の開催・審議

○ 会社の創立総会、第１回取締役会

平成17年10月１日 ６会社、機構の設立
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【参考】道路関係四公団民営化会社会長等就任予定一覧
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